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定 例 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

令和３年４月２１日定例教育委員会が、一宮市役所本庁舎６階特別会議室に招集された。  

 

１ 定例教育委員会議案案件  

第２４号議案 令和３年度学校運営協議会委員の任命について 

第２５号議案 一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱に

ついて 

第２６号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用について 

第２７号議案 令和３年度一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金奨学生の決定について 

 

２ 出席委員  

高橋教育長 鈴木委員 平松委員 野田委員 土川委員 浅野委員 浅井委員  

 

３ 欠席委員  

 無  

 

４ 一宮市教育委員会会議規則第１５条の規定により出席したものの職氏名  

野中教育部長 森教育部次長 平野総務課長 櫻井学校教育課長 浅井学校給食課長  

 

５ 同上規則第１７条の規定により書記として出席したものの職氏名  

長村総務課専任課長 平山総務課課長補佐 遠藤総務課主査  

 

６ 傍聴者  

  無  

 

会 議 て ん 末  

 

高橋教育長（午後１時３０分着席、開会を宣言）  

ただ今から、４月の定例教育委員会を開催いたします。本日の会議録署名者を野田委員

と鈴木委員のお二人にお願いいたします。それでは、３月の定例教育委員会の会議録が

お手元に渡っていると思いますが、これについて何かございませんか。  

各委員  

異議ありません。  

高橋教育長  

ご異議がないようでございますので、３月の定例教育委員会の会議録について承認いた

します。それでは本日の議案の審議に入ります。第２４号議案 令和３年度学校運営協

議会委員の任命について、ご説明をお願いします。  

櫻井学校教育課長 

第２４号議案 令和３年度学校運営協議会委員の任命について、別紙案を添えて教育委

員会の審議に付するものであります。提案理由は、一宮市立小中学校における学校運営
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協議会の設置等に関する規則第４条の規定により、本案を提出するものです。（別紙（案）

に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたします。 

委員 

  本議案につきましては、私自身が学校運営協議会委員の任命候補に挙がっている議事で

ございますので、この議事には参加いたしません。 

委員 

  私につきましても、私自身が学校運営協議会委員の任命候補に挙がっている議事でござ

いますので、この議事には参加いたしません。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  委員の任命について異議はありませんが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況下で、

昨年度の学校運営協議会は予定どおり開催できたのでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

  書面での開催を行ったりして、工夫して各学校で開催したと聞いております。 

委員 

  委員の方々からのご意見は聞けているということでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

  そのとおりでございます。 

委員 

  顔ぶれが変わっていない学校もあり、長く行っている方が多いと思われますが、どのよ

うに選任しているのでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

  学校運営協議会委員として大事なことは地域や子どもの様子を把握することであり、学

校に深く関わっている方にお願いしていますが、地域や学校の実情によって様々です。 

委員 

  高齢の方も見受けられますが、何歳から何歳までが望ましいとした方が良いのではない

でしょうか。 

櫻井学校教育課長 

  学校のことを理解し、地域との繋がりが深い方にお願いしているので、特に年齢の制限

はありませんが、本人や学校の意向を踏まえて選任しています。 

委員 

  学校側から委員の方に対して、今期限りで退任してもらうということが、言いづらいと

いったことはないでしょうか。 

櫻井学校教育課長 

  委員の選任や交代につきましては、例えば今までは地域に貢献していた方がなっていた

が、充て職の方を入れていく方針になったりするなどして、委員の交替は出てきますの

で、入れ替えは当然あることだと思います。 

高橋教育長 

  他に何かございませんか。 

各委員 
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賛成いたします。（２名の委員は採決に参加せず） 

高橋教育長 

採決に参加しない委員を除いて全員賛成ですので、第２４号議案 令和３年度学校運営

協議会委員の任命について原案どおり可決いたします。続きまして、第２５号議案 一

宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱について、ご説明を

お願いします。 

森教育部次長 

第２５号議案 一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員の解嘱及び委嘱に

ついて、別紙案を添えて教育委員会の審議に付するものであります。提案理由は、一宮

市小中学校長会役員改選のため、社会教育法第１５条及び第３０条の規定により、本案

を提出するものです。（別紙（案）に基づいて説明）よろしくご審議をお願いいたしま

す。 

高橋教育長 

何かございませんか。 

委員 

  委員の中に県外の方がいらっしゃいますが、一宮市に縁がある方なのでしょうか。 

森教育部次長  

  一宮市で校長先生であった方で、理科教育等に造詣が深い方ということで、遠方ではあ

りますが来ていただいています。  

委員  

  名簿はＷｅｂサイト等どこかに掲載されるのでしょうか。  

森教育部次長  

  こちらの資料が定例教育委員会の資料としてＷｅｂサイトで公表されるほか、社会教育

委員として氏名の一覧が掲載される予定です。  

委員  

  学校長の委員の住所について、名簿では学校名になっていますが、議案の候補者のとこ

ろでは住所地になっていますので一度確認をお願いします。  

森教育部次長  

  確認させていただき、必要であれば訂正して公表させていただきます。  

高橋教育長 

  他に何かございませんか。 

各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２５号議案 一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委

員の解嘱及び委嘱について原案どおり可決いたします。続きまして、第２６号議案 一

宮市教育委員会後援名義の使用について、ご説明をお願いします。 

森教育部次長 

  受付番号第１号について後援内容説明。 

高橋教育長 

  何かございませんか。 
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各委員 

賛成いたします。 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２６号議案 一宮市教育委員会後援名義の使用については、原案

どおり可決いたします。続きまして、第２７号議案 令和３年度一宮市一宮・木全・オ

ーシマ奨学基金奨学生の決定については、個人情報に関する案件ですので秘密会として、

審議いたします。 

 

秘密会による審議（原案どおり可決） 

 

高橋教育長 

全員賛成ですので、第２７号議案 令和３年度一宮市一宮・木全・オーシマ奨学基金奨

学生の決定について原案どおり可決いたします。秘密会を終了します。以上をもちまし

て、本日の審議を終わります。次に報告事項をお願いいたします。 

 

報 告 事 項 

 

平野総務課長 

  一宮市教育委員会後援名義の使用許可について 

櫻井学校教育課長 

  令和３年度当初児童生徒数及び学級数等まとめについて、令和３年度校長・教頭・主幹

教諭・教務・校務一覧表について 、令和３年度一宮市小中学校長会組織表について 

森教育部次長 

  ２０２１年度版生涯学習情報Ｎｏ.４８について 

 

そ の 他 

 

平野総務課長 

  ５月・６月・７月・８月の定例教育委員会の日程について、令和３年度愛知県市町村教

育委員会連合会総会の日程について  

 

 

閉 会 宣 言 

 

高橋教育長 

  これをもちまして、本日の会議を終わります。 
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以上、会議のてん末を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

委   員 


